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1. 平成 26 年度の伊勢湾再生に向けた取組み報告について 
1.1 平成 26 年度の取組み方針 

第 11 回伊勢湾再生推進会議 連絡調整会議（平成 26 年 2 月 24 日開催）で示した平成 26 年

度の取組み方針は、以下のとおりであり、この方針に沿って平成 26 年度の取組みを行ってきた。 

次頁以降に平成 26 年度の伊勢湾再生に向けた具体的な取組み結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11 回伊勢湾再生推進会議 連絡調整会議（平成 26 年 2 月 24 日開催）の資料 3 

図 1 平成 26 年度の取組み方針 

行動計画の推進・フォローアップ 
 

○ 行動計画を着実に推進し、施策の進捗管理を行う。 

 

○ 行動計画の最終評価に必要な基礎データの集約を行う。 

 

環境劣化メカニズム(汚濁機構)･再生メカニズム 
の解明・整理に向けて 

 

○ モニタリング計画に従い、伊勢湾流域圏の水質等の監視を行う。 

 

○ 伊勢湾シミュレーター等を活用して、汚濁機構・再生メカニズムを検討する。

多様な主体との連携促進
 

○ 研究者、NPO、市民団体との情報交換・連携を継続する。 

 

○ 「伊勢湾流域圏一斉モニタリング」の継続 

行動計画の見直し
 

○ 中間評価結果と平成 25 年度の取組み状況を踏まえ、必要に応じて行動計画の見

直しを行う。 
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2. 行動計画の推進・フォローアップ 
2.1 各種会議の開催状況 

平成 26 年度に実施した各種会議は以下のとおりである。 

 

(1) 第 1 回関係機関ワーキング・第 1 回モニタリングワーキング（合同開催） 

日時：平成 26 年 5 月 28 日 於：名古屋合同庁舎第 2 号館 8 階共用大会議室 

・ 平成 26 年度の取組み方針とスケジュールの確認 

・ 伊勢湾再生行動計画の見直しに向けた作業依頼 

・ アピールエリア PR のスケジュール確認 

・ 平成 26 年度伊勢湾流域圏一斉モニタリングの実施方針、体制の確認 

・ 自らモニタリングに関する作業依頼 

 

(2) 第 2 回関係機関ワーキング・第 2 回モニタリングワーキング（合同開催） 

日時：平成 27 年 2 月 23 日 於：名古屋合同庁舎第 2 号館 8 階共用大会議室 

・ 平成 26 年度伊勢湾再生に向けた取組みについて確認 

・ 伊勢湾再生行動計画について審議 

・ 平成 27 年度の取組み方針（案）について審議 

 

(3) 第 12 回伊勢湾再生推進会議 連絡調整会議 

日時：平成 27 年 3 月 6 日 於：名古屋合同庁舎第 2 号館 8 階共用大会議室 

・ 平成 26 年度伊勢湾再生に向けた取組みについて 

・ 伊勢湾再生行動計画について 

・ 平成 27 年度の取組み方針（案）について 
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2.2 伊勢湾の環境指標の整理 

伊勢湾の環境の状態を示す環境指標について、過去から現在までの変化傾向を整理した。 

 

(1) 川に関する指標 

1) 河川の環境基準達成率 

伊勢湾に流入する河川の環境基準達成率(BOD)の経年変化を図 2 に示す。 

○ 平成 12 年度以降、河川の環境基準達成率(BOD)は改善している。 

○ 平成 19 年度以降、河川の環境基準達成率(BOD)は、概ね 95%以上の高水準で推移し

ている。 

○ 平成 22 年度以降においても、概ね 95%の高水準を維持している。平成 25 年度もその

傾向は変わらない。 

○ なお、伊勢湾に流入する河川の環境基準達成率(BOD)は、東京湾と同等、大阪湾と比

較すると 5～15％高い水準で推移している。 
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図 2 河川の環境基準達成率（BOD）の経年変化 

 

出典：公共用水域水質測定結果年度 
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(2) 海に関する指標 

1) 海域の環境基準達成率 

伊勢湾の環境基準達成率(COD)の経年変化を図 3 に示す。 

○ 平成 12 年度以降、海域の環境基準達成率(COD)は、平成 14 年度～平成 18 年度の間

に低下がみられるものの、概ね横ばいである。 

○ 平成 19 年度以降及び平成 22 年度以降、海域の環境基準達成率(COD)は一定で推移し

ている。平成 25 年度もその傾向は変わらない。 

○ 東京湾、大阪湾と比較すると、伊勢湾の環境基準達成率(COD)は 5～10％程度低い。 

 

 

0

20

40

60

80

100

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

C
O

D
環

境
基

準
達

成
率

(%
)

東京湾 大阪湾 伊勢湾

《伊勢湾再生行動計画期間内》

 

図 3 三大湾の環境基準達成率（COD、水域毎に評価）の経年変化

出典：公共用水域水質測定結果年度 
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2) 赤潮・苦潮発生件数 

○ 赤潮及び苦潮の発生件数は、年によって変動がみられ、平成 12 年以降では赤潮が年間

20～54 件、苦潮が 2～10 件であった。 

○ 平成 19 年以降も、赤潮の発生件数は年による変動がみられ、年間 20～50 件生じてい

る。一方、苦潮の発生件数は 9 件から 2 件へと減少している。 

○ 平成 22 年以降は、赤潮及び苦潮ともに発生件数が減少している。平成 25 年は平成 12

年以降の発生回数の最小値を更新している。 

○ 赤潮及び苦潮ともに、海域に蓄積された汚濁物質や気象・海象の影響を大きく受ける

ことで発生件数が増減する。赤潮及び苦潮ともに近年発生件数が減少しているものの、

現時点では明確な改善傾向とはいいきれない。今後ともモニタリングを継続し、注意

深く見ていく必要がある。 
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図 4 赤潮・苦潮発生回数の経年変化 
出典：赤潮は愛知県と三重県資料、苦潮は愛知県資料年 
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3) 漁獲量及び漁業経営体数 

漁獲量の経年変化を図 5 に示す。 

○ 平成 12 年以降、愛知県では、平成 18 年から平成 19 年にかけて貝類が大幅に増加し

ている。その結果、平成 19 年以降の漁獲量の総数は、それ以前に比較して多くなって

おり、改善傾向がみられる。三重県では、すべての漁獲量が減少傾向にある。 

○ 平成 19 年以降、愛知県では、各魚種とも概ね横ばいであった。三重県では貝類に減少

傾向がみられ、そのほかの漁獲量については概ね横ばいである。 

○ 平成 22 年以降についてもこの傾向は変わらない。平成 25 年度もその傾向は変わらな

い。 
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図 5 愛知県、三重県の漁獲量 
 
漁業経営体数の経年変化を図 6 に示す。 

○ 愛知県の平成 12 年以降の漁業経営体数は減少傾向である。 

○ 三重県（伊勢湾海区）は平成 20 年まで減少傾向であり、以降はデータ不足により評価

できない。 
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図 6 愛知県、三重県の漁業経営体数の推移 
出典：漁業センサス及び漁業動態調査

網掛け：《伊勢湾再生行動計画期間内》

出典：海面漁業生産統計調査
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網掛け：《伊勢湾再生行動計画期間内》
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4) 底層 DO 

図 7 に代表地点の底層 DO の夏季最低値、冬季最低値、年平均値の推移を示す。 

底層 DO は、成層化の進む夏季に最も低下し、図 8 のように広い範囲で貧酸素状態が発生

する。評価は、底層 DO が低下する夏季の値に着目し実施する。 

○ 平成 12 年度以降、いずれの地点においても年によって変動がみられるが、夏季の底層

DO 最低値は年平均値と比べ低い値で推移している。特に St.9 では 0～2mg/l で推移

し、生物が生息できないとされる値 2mg/l1を下回る状況にある。 

○ 平成 19 年度以降、平成 22 年度以降および平成 25 年度についてもこの傾向は変わら

ない。 

○ 貧酸素水塊の形成状況は、気象・海象の影響を受け大きく変化する。そのため、悪化・

改善がみられる年はあるものの傾向としては、横ばいと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 底層 DO の経年変化 

 

図 8 平成 25 年 8 月の底層の溶存酸素飽和度分布（伊勢湾 8/20、三河湾 8/20） 

                                                  
1 閉鎖性海域中長期ビジョン策定に係る懇談会「閉鎖性海域中長期ビジョン」平成 22 年３月 

夏季の溶存酸素飽和度と溶存酸素濃度は概ね以下の関係であ
り、愛知県水産試験場では、溶存酸素飽和度 50%以下を低酸素、
30%以下を貧酸素としている。  

溶存酸素飽和度 溶存酸素濃度 DO 
50％ 約 4mg/l 
30％ 約 2mg/l 
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5) 透明度 

図 9 に代表地点の透明度の年最低値、年最低値、年平均値の推移を示す。 

透明度は、水が滞留しやすい湾奥（M-3、K-3、A-11）で透明度の低下がみられ、湾央や湾

口部では外海や潮流による影響で高い値を示している。 

○ 平成 12 年度以降、いずれの地点においても年によって変動がみられるが、伊勢湾湾奥の

M-3、三河湾湾奥の K-3 の地点は特に透明度が低い状態である。平面分布を見ても、湾

奥の透明度が低く、湾央や湾口部で透明度が高い状況にある。 

○ 平成 19 年度以降、平成 22 年度以降および平成 25 年度についてもこの傾向は変わらな

い。 

○ 透明度は年度によって変動があるものの傾向としては、横ばいと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左：H18～H20 年の平均値の分布（出典：閉鎖性海域中長期ビジョン H22 年 3 月） 

右：経年変化(出典：愛知県、三重県、公共用水域データ) 

図 9 透明度の分布 
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2.3 伊勢湾再生行動計画の実施状況の整理 

表 1に行動計画の策定年度である平成 18年度から平成 25年度までの施策の実施状況を整

理した。行動計画を策定した平成 18 年度（平成 19 年 3 月策定）では 181 の施策であり、そ

の内訳は、森に関する施策が 22、川に関する施策が 73、海に関する施策が 35、人に関する

施策が 51 である。 

また、行動計画期間中に追加された施策を含めると平成 25 年度の施策数は 205 となり、

新たな取組みも実施されている。 

・ 行動計画の初年度（平成 19 年度）以降、実施中と終了した施策数が増加しており、着

実に施策が実施されている状況が確認できる。 

・ 平成 22 年度以降についても、同様の傾向にあり、着実に施策が実施されている状況が

確認できる。 

表 1 平成 18 年度から平成 25 年度までの施策実施状況 

 

未実施 3 (13.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

実施中 19 (86.4%) 22 (100.0%) 22 (100.0%) 22 (100.0%) 22 (100.0%) 21 (95.5%) 21 (95.5%) 20 (95.5%)
終了 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (4.5%) 1 (4.5%) 2 (4.5%)
計 22 22 22 22 22 22 22 22

未実施 5 (6.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
実施中 68 (93.2%) 74 (100.0%) 71 (95.9%) 70 (94.6%) 68 (91.9%) 63 (85.1%) 63 (85.1%) 61 (85.1%)
終了 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (4.1%) 4 (5.4%) 6 (8.1%) 11 (14.9%) 11 (14.9%) 13 (14.9%)
計 73 74 74 74 74 74 74 74

未実施 11 (31.4%) 2 (5.7%) 2 (5.7%) 2 (5.7%) 2 (5.7%) 1 (2.9%) 1 (2.9%) 1 (2.9%)
実施中 24 (68.6%) 33 (94.3%) 29 (82.9%) 28 (80.0%) 27 (77.1%) 32 (91.4%) 29 (82.9%) 29 (82.9%)
終了 0 (0.0%) 2 (5.7%) 6 (17.1%) 8 (22.9%) 11 (31.4%) 12 (34.3%) 15 (42.9%) 15 (42.9%)
計 35 37 37 38 40 45 45 45

未実施 13 (25.5%) 2 (3.9%) 1 (2.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
実施中 37 (72.5%) 47 (92.2%) 48 (94.1%) 50 (98.0%) 49 (96.1%) 52 (102.0%) 52 (102.0%) 51 (102.0%)
終了 1 (2.0%) 4 (7.8%) 5 (9.8%) 7 (13.7%) 10 (19.6%) 11 (21.6%) 12 (23.5%) 13 (23.5%)
計 51 53 54 57 59 63 64 64

未実施 32 (17.7%) 4 (2.2%) 3 (1.6%) 2 (1.0%) 2 (1.0%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) 1 (0.5%)
実施中 148 (81.8%) 176 (94.6%) 170 (90.9%) 170 (89.0%) 166 (86.9%) 168 (88.0%) 165 (86.4%) 161 (86.4%)
終了 1 (0.6%) 6 (3.2%) 14 (7.5%) 19 (9.9%) 27 (14.1%) 35 (18.3%) 39 (20.4%) 43 (20.4%)
計 181 186 187 191 195 204 205 205

平成25年度平成23年度 平成24年度平成22年度平成21年度

森

川

海

人

合計

平成20年度分類 平成18年度 平成19年度

 
未実施：平成18年度以降、一度も実施されていない施策 
実施中：平成18年度以降、実施された施策（平成18 年度以降に施策は実施されたが、都合により、ある年度は施

策を実施されていなくても、終了した施策ではないため実施中と計上） 
終了：当該年度に終了した施策と過年度までに終了した施策 
※行動計画が策定された平成18年度からの施策を整理（平成19年3月） 
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図 10 施策実施状況の推移（平成 25 年度時点の施策数） 

出典：各機関へのアンケート調査

出典：各機関へのアンケート調査 
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以下では、伊勢湾で実施されている施策の実施状況の一例を示す。 

■汚水処理人口普及率 

・ 計画的な各県市の施策実施により、汚水処理人口普及率は平成 25 年度も着実に増加し

ており、陸域から伊勢湾への負荷削減に寄与している。 

50

60

70

80

90

100

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

汚
水
処
理
人
口
普
及
率(
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岐阜県 愛知県 三重県 名古屋市 全体

 

図 11 汚水処理人口普及率の推移 

■干潟･浅場造成面積 

・ 漁場生産力の回復や水質浄化機能の向上を図るため、干潟・浅場の造成が実施されて

いる。平成 25 年度は、4.3ha の造成が行われた。 

・ 年度毎に事業量の変動があるものの着実に干潟・浅場造成が実施されている。 
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図 12 干潟･浅場造成面積の推移 

■浮遊ごみ回収量 

・ 中部地方整備局の「海洋環境整備事業」では、海洋環境整備船により、伊勢湾・三河

湾に浮遊しているごみを回収している。 

・ 平成 25 年度を含め、毎年着実に浮遊ごみの回収が実施されている。 
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図 13 浮遊ごみ回収量の推移 

年度 

網掛け：《伊勢湾再生行動計画期間内》 
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2.4 平成 26 年度伊勢湾再生に向けた主な取組み報告 

関係機関より報告された平成 26 年度の主な取組み一覧を表 2～表 4 に示す。これらのうち、

代表的な事例を下表に選定した。これらの詳細な取組み内容を P15 以降に示す。 

なお、他の事例の詳細な取組み内容は、参考資料に示す。 

 

◆国 
大分類 中分類 No タイトル 作成機関 備考 

伊勢湾再生のための

モニタリング 
環境監視のためのモニ

タリング 
10 

衛星画像及び測量船

等の調査によるモニ

タリング 

第四管区 
海上保安部 

 

沿岸域および流域の

人々の海への関心の

醸成 
広報･啓発 13 

第９回海の再生全国

会議の開催 
中部地整 
港湾空港部 

 

 

◆岐阜県 
大分類 中分類 No タイトル 作成機関 備考 

沿岸域および流域の

人々の海への関心の

醸成 
環境学習 28 

「ぎふ田んぼの学校」

活動事業の実施 
岐阜県 
農政部 

 

多様な主体による協

働･連携 
連携･協働 29 

企業との協働による森

林づくり推進事業 
岐阜県 
林政部 

 

 

◆愛知県 
大分類 中分類 No タイトル 作成機関 備考 

陸域汚濁負荷削減に

向けた施策 
その他関連事業 36 

下水道事業「下水道出

前講座」 

愛知県 
建設部 
下水道課 

 

水質の改善･生物多様

性の向上 
水質･底質の改善－貧酸

素水塊の発生低減－ 
38 

三河湾 御津地区覆砂

の実施 

愛知県 
建設部 
港湾課 

 

 

◆三重県 
大分類 中分類 No タイトル 作成機関 備考 

水質の改善･生物多様

性の向上 
生物多様性の向上 52 

アサリ資源回復モデルの

開発と実証実験 

三重県 
水産研究所 

 

森･川･海に共通する

施策 
海岸漂着物対策の推進 56 

三重県における海岸漂

着物対策の推進 
三重県 
環境生活部 

 

 

◆名古屋市 
大分類 中分類 No タイトル 作成機関 備考 

沿岸域および流域の

人々の海への関心の

醸成 
広報･啓発 67 

水質環境目標値市民

モニタリング 
名古屋市 
環境局 
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表 2 平成 26 年度伊勢湾再生に向けた主な取組み報告一覧 1/2 

機関 場 大分類 中分類 No タイトル 実施部署 既往発表

汚水処理事業－下水道事業 1
下水道の効果的な事業の推進に関する
検討を実施

中部地整建政部

河川･湖沼事業 2 自然再生(木曽三川河口部) 中部地整河川部

3 みなとオアシスの活動 中部地整港湾空港部

4 運河の魅力再発見プロジェクトの認定 中部地整港湾空港部

5 「川と海のクリーン大作戦」 中部地整河川部

6
海洋環境整備船「白龍」による浮遊ごみ
の回収

中部地整港湾空港部
第11回連絡調整会
議

7 漂着ごみ分類調査 第四管区海上保安部 有(第8回推進会議)

8
伊勢志摩国立公園における漂着ごみの
普及啓発

環境省中部地方環境事務所
第11回連絡調整会
議

水質事故への取り組み 9 水質保全連絡協議会 中部地整河川部

環境監視のためのモニタリン
グ

10
衛星画像及び測量船等の調査によるモ
ニタリング

第四管区海上保安部

環境監視及び汚濁機構の解
明に寄与する取り組み

11 24時間水質自動観測システム 中部地整港湾空港部 有(第6回推進会議)

汚濁機構を解明するための
モニタリング

12 伊勢湾シミュレーターの開発 中部地整港湾空港部 有(第8回推進会議)

13 第９回海の再生全国会議の開催 中部地整港湾空港部 有(第5回推進会議)

14
安心・安全な海域の創出（海洋安全教
室）

第四管区海上保安部

15
国営木曽三川公園における『環境教育』
の取組み

中部地整建政部 有(第7回推進会議)

16
環境保全思想の普及・啓発（海洋環境
教室）

第四管区海上保安部

17 ｢三河湾流域圏会議｣の開催 中部地整豊橋河川事務所

18
「ふれあいの森」制度を活用したボラン
ティアによる森林づくり

中部森林管理局

19 藤前干潟協議会 環境省中部地方環境事務所

20 元気な農業産地構造改革支援事業 岐阜県農政部

21 畜産担い手育成総合整備事業 岐阜県農政部 有(第4回推進会議)

水質の改善・生物多様性の向上 水質・底質の改善 22
「清流の国ぎふづくり」に向けた大江川
における総合的な水質浄化対策

岐阜県県土整備部
第11回連絡調整会
議

流入ごみの削減 23 生活環境美化対策事業の実施 岐阜県環境生活部 有(第4回推進会議)

関連事業 24 流域連携による河川清掃の実施 岐阜県環境生活部 有(第8回推進会議)

25 木の国･山の国県民運動の展開 岐阜県林政部 有(第5回推進会議)

26 上下流交流事業の実施 岐阜県環境生活部 有(第8回推進会議)

27 カワゲラウォッチング普及推進 岐阜県環境生活部

28 「ぎふ田んぼの学校」活動事業の実施 岐阜県農政部

29 企業との協働による森林づくり推進事業 岐阜県林政部
有(第4回推進会議)
有(第5回推進会議)

30
「多面的機能支払交付金対策（農地維
持支払交付金）」の実施

岐阜県農政部 有(第6回推進会議)

水質総量規制 31 工場･事業場排水規制 愛知県環境部

汚水処理事業 32
下水道事業「下水道普及と高度処理に
よる伊勢湾の水質改善」

愛知県建設部下水道課

33 「環境保全型農業推進事業」の実施 愛知県農林水産部 有(第7回推進会議)

34 環境保全型農業直接支援対策 愛知県農林水産部

35
下水道事業「愛知県下水道科学館での
下水道の普及啓発」

愛知県建設部下水道課

36 下水道事業「下水道出前講座」 愛知県建設部下水道課

水質･底質の改善－干潟･浅
場の再生－

37 ｢干潟･浅場造成事業｣の実施 愛知県農林水産部
有(第5回推進会議)
第11回連絡調整会

水質･底質の改善－貧酸素
水塊の発生低減－

38 三河湾 御津地区覆砂の実施 愛知県建設部 港湾課 有(第6回推進会議)

にぎわいのある海岸空間の
創出

39
海岸保全基本計画に基づく「海岸環境
整備」の実施

愛知県建設部 河川課 有(第6回推進会議)

にぎわいのある港湾空間の
創出

40 衣浦港　高浜緑地の整備 愛知県建設部 港湾課

環境学習 41
｢あいち環境学習プラザ｣等における環
境学習の展開

愛知県環境部

広報・啓発 42
三河湾環境再生プロジェクト-よみがえ
れ!生きものの里“三河湾”-

愛知県環境部 有(第8回推進会議)

43 連携・協働による水循環の再生 愛知県環境部

44 「あいち海上の森保全活用事業」の実施 愛知県農林水産部 有(第7回推進会議)

関連事業

多様な主体による協働･連携 連携･協働

森･川･海に共通する施策

陸域

森･川･海
沿岸域および流域の人々の海
への関心の醸成

水質の改善･生物多様性の向上

人と海とのふれあいの場の保
全･再生･創出

にぎわいのある港湾空間の
創出

森･川･海

沿岸域および流域の人々の海
への関心の醸成

環境学習

連携･協働

陸域汚濁負荷削減に向けた施
策

岐阜県

陸域汚濁負荷削減に向けた施
策

海域
人と海とのふれあいの場の保
全･再生･創出

環境学習

広報･啓発

国

広報･啓発

陸域
陸域汚濁負荷削減に向けた施
策

多様な主体による協働･連携

森･川･海に共通する施策

伊勢湾再生のためのモニタリン
グ

流入ごみの削減、浮遊･漂
着･海底ごみ、流木等の対策

愛知県

沿岸域および流域の人々の海
への関心の醸成

陸域

多様な主体による協働･連携 連携･協働

その他関連事業

海域
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表 3 平成 26 年度伊勢湾再生に向けた主な取組み報告一覧 2/2 

機関 場 大分類 中分類 No タイトル 実施部署 既往発表

水質総量規制 45 「第７次水質総量削減」の実施 三重県環境生活部

汚水処理事業 46 生活排水処理施設の整備推進 三重県環境生活部 有(第4回推進会議)

森林整備事業 47 森林整備の重点的･計画的な実施 三重県農林水産部 有(第4回推進会議)

48
多面的機能支払交付金<農地維持支払
交付金及び資源向上支払交付金>

三重県農林水産部 有(第4回推進会議)

49
「環境保全型農業直接支払い事業」の
実施

三重県農林水産部

50 水域環境保全創造事業 三重県農林水産部 有(第4回推進会議)

51
生物多様性・カーボンオフセットプログラ
ム構築へ向けた干潟・藻場造成効果の

三重県水産研究所
有(第8回推進会議)
第11回連絡調整会

52
アサリ資源回復モデルの開発と実証事
業

三重県水産研究所

53
里海を創出する環境対応型黒ノリ養殖
技術開発

三重県水産研究所

人と海とのふれあいの場の保
全･再生･創出

にぎわいのある海岸空間の
創出

54 侵食対策事業 三重県県土整備部 有(第4回推進会議)

流入ごみの削減、浮遊漂着
海底ごみ、流木等の対策

55 海岸美化ボランティア活動推進事業 三重県県土整備部

海岸漂着物対策の推進 56 三重県における海岸漂着物対策の推進 三重県環境生活部
有(第7回推進会議)
有(第8回推進会議)

沿岸域および流域の人々の海
への関心の醸成

環境学習 57 「みえ･川の健康診断事業」の実施 三重県環境生活部

58 水産多面的機能発揮対策事業 三重県農林水産部

59
「伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作
戦」の実施

三重県環境生活部 有(第5回推進会議)

60
伊勢湾再生にかかる活動団体ネット
ワークの構築

三重県環境生活部

水質総量規制 61 水質規制指導 名古屋市環境局

汚水処理事業－下水道事業 62
下水道事業による｢水環境向上施策｣を
実施

名古屋市上下水道局
有(第7回推進会議)
第11回連絡調整会

森林整備事業 63 なごや東山の森づくり 名古屋市緑政土木局

その他関連事業 64 緑化地域の指定 名古屋市緑政土木局 有(第6回推進会議)

伊勢湾再生のためのモニタリン
グ

環境監視のためのモニタリン
グ

65 水質常時監視 名古屋市環境局

66 流域連携事業の実施 名古屋市上下水道局
有(第5回推進会議)
有(第8回推進会議)

67 水質環境目標値市民モニタリング 名古屋市環境局
第11回連絡調整会
議

68 湧き水モニタリング 名古屋市環境局 有(第7回推進会議)

多様な主体による協働･連携 協働･連携 69 堀川市民調査 名古屋市緑政土木局
有(第6回推進会議)
第11回連絡調整会

名古屋港
管理組合

海域
人と海とのふれあいの場の保
全･再生･創出

にぎわいのある港湾空間の
創出

70
｢港湾環境整備事業｣中川運河緑地(中
川口、昭和橋、堀止)

名古屋港管理組合

伊勢湾再生のためのモニタリン
グ

環境監視及び汚濁機構を解
明するためのモニタリング

71
｢四日市港定期水質調査｣及び｢埋立事
業に伴う環境監視｣

四日市港管理組合

沿岸域および流域の人々の海
への関心の醸成

環境学習 72 環境啓発活動の実施 四日市港管理組合 有(第8回推進会議)

広報･啓発

水質･底質の改善

森･川･海

多様な主体による協働･連携

三重県

森･川･海に共通する施策

協働・連携

陸域
陸域汚濁負荷削減に向けた施
策

その他関連事業

海域
水質の改善･生物多様性の向上

生物多様性の向上

名古屋市

陸域
陸域汚濁負荷削減に向けた施
策

森･川･海
沿岸域および流域の人々の海
への関心の醸成

四日市港
管理組合

森･川･海

 



 

 14

 

表 4 終了した施策一覧（参考） 

機関 場 大分類 中分類 No タイトル 実施部署 既往発表

水質の改善・生物多様性の向上 水質・底質の改善 73
「海域の物質循環健全化計画」検討委
員会の開催

環境省中部地方環境事務所 有(第7回推進会議)

沿岸域および流域の人々の海
への関心の醸成

広報･啓発 74
安心･安全な海域の創出(救命胴衣着用
キャンペーン)

第四管区海上保安部

森･川･海に共通する施策
流入ごみの削減、浮遊･漂
着･海底ごみ、流木等の対策

75 伊勢志摩国立公園の漂着ごみの回収 環境省中部地方環境事務所

76
「生物多様性を支える市民・地域による
戦略的地域づくりビジョン」の実践

環境省中部地方環境事務所

77
市民ボランティアによる森林づくり「名古
屋シティ・フォレスター事業」

中部森林管理局

78
第30 回全国豊かな海づくり大会～ぎふ
長良川大会～の取り組み

岐阜県
農政部

有(第7回推進会議)

79 清流の国ぎふづくり県民大会の開催 岐阜県環境生活部

環境学習 80 ぎふ地球環境大学養成講座
岐阜県
環境生活部

環境学習 81
清流の国ぎふづくり水環境シンポジウム
の開催

岐阜県県土整備部
第11回連絡調整会
議

82 「ふるさと水と土ふれあい事業」
愛知県
農林水産部

83 資源循環型畜産推進事業補助金
愛知県
農林水産部

84 農業ゼロエミッション推進事業
愛知県
農林水産部

水質・底質の改善 85 「海の恵み育成・啓発推進事業」の実施
愛知県
農林水産部

水質･底質の改善－貧酸素
水塊の発生低減－

86 三河港 深掘跡の埋め戻しの実施 愛知県建設部

87 三河港 大塚海浜緑地の整備
愛知県
建設部

88 吉田港 ボートパーク整備事業の実施
愛知県
建設部

砂浜の保全・再生 89
伊良湖港海岸 海岸環境整備事業の実
施

愛知県
建設部

有(第5回推進会議)

90 「あいちの水産企画展」の開催
愛知県
農林水産部

91 生活排水対策の普及啓発
愛知県
環境部

環境学習 92 「水田水質浄化機能評価事業」の実施
愛知県
農林水産部

森･川･海に共通する施策
流入ごみの削減、浮遊･漂
着･海底ごみ、流木等の対策

93 漁場クリーンアップ事業 愛知県農林水産部

陸域
陸域汚濁負荷削減に向けた施
策

その他関連事業 94
「（舞）みえの食･安心安全確立推進事
業」の実施

三重県農水商工部

人と海とのふれあいの場の保
全･再生･創出

にぎわいのある港湾空間の
創出

95
港湾環境整備事業（鳥羽マリンタウンプ
ロジェクト）

三重県
県土整備部

水質の改善･生物多様性の向上 水質･底質の改善 96 赤潮･底泥対策技術開発事業 三重県水産研究所

汚濁機構を解明するための
モニタリング

97 伊勢湾沿岸域における底質調査
三重県
環境森林部

有(第6回推進会議)

伊勢湾再生にむけたガバナ
ンス研究

98 自然資源の持続的な管理のあり方
三重大学大学院
生物資源学研究科

環境監視及び汚濁機構解明
に寄与する取り組み

99 ｢みえのうみ｣環境保全活動支援事業 三重県農水商工部 有(第4回推進会議)

100 環境パートナーシップ推進事業
三重県
環境森林部

101 地域から発信！環境教育実践事業
三重県
環境森林部

広報･啓発 102 ｢みえのうみ｣環境保全活動支援事業 三重県農水商工部

103 「漁民の森づくり活動推進事業」を展開
三重県
環境森林部

104 ～想いをかたちに～　宮川プロジェクト 三重県政策部
有(第4回推進会議)
有(第6回推進会議)

名古屋市 陸域 陸域汚濁負荷削減に向けた施策河川･湖沼事業 105 清流ルネッサンスⅡ 名古屋市緑政土木局

沿岸域および流域の人々の海
への関心の醸成

広報・啓発

国

海域

岐阜県 森・川・海

三重県

海域

森・川・海

森･川･海

愛知県

森･川･海

海域

陸域

伊勢湾再生のためのモニタリン
グ

沿岸域および流域の人々の海
への関心の醸成

その他関連事業
陸域汚濁負荷削減に向けた施
策

協働･連携多様な主体による協働･連携

協働･連携

沿岸域および流域の人々の海
への関心の醸成

水質の改善･生物多様性の向上

人と海とのふれあいの場の保
全・再生・創出

にぎわいのある港湾空間の
創出

広報･啓発

環境学習

多様な主体による協働･連携
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3. 環境劣化メカニズム (汚濁機構 )･再生メカニズムの解明･整理に向けて 
3.1 汚濁機構解明に向けた水質調査 

(1) 調査の目的 

伊勢湾流域圏陸域モニタリング計画(案)において、平成 21 年の出水時水質観測結果から、

順流末端での調査について、以下の留意点が示されている。 

・陸域から海域に流入する年間の汚濁負荷量総量を知るためには、平常時だけでなく出水

時のフラックスを把握することが重要 

・平常時データのみで作成した L-Q 式から出水時を外挿して流出負荷量を推定するとい

ずれの水質項目過小に評価される傾向がある。 

本調査は、上記の留意点を踏まえ、出水時に陸域から伊勢湾に流出する負荷量を定量的に

把握することを目的とする。 

 

(2) 調査の概要 

平成 22 年度から平成 26 年度にかけて、これまで 10 河川における出水時の水質調査を実

施した。調査を実施した河川は、図 14 に示す 10 河川である。 

 

調査地点：図 14 のとおり。各河川の順流末端での調査を基本とした。 

調査項目：BOD、COD、TOC、DOC、T-N、PON、NH4-N、NO2-N、NO3-N、T-P、D-T-P、

DIP、DO、SiO2-Si、クロロフィル a（フェオフィチンを含む）、ｐＨ、SS、水温、濁度 

調査内容：1 時間間隔を基本とし、水位上昇期は最短 15 分前後の間隔で、水位下降期は 1

～4 時間間隔で採水及び観測を行った。作業時間は出水ピーク流量時点を含む 24 時間

とした。 

 

図 14 出水時水質調査地点 

豊川 当古橋 
(H23 年度) 

矢作川 中畑橋 
(H23 年度) 

雲出川 雲出橋 
(H24 年度) 

日光川 大海用橋
(H24 年度) 

木曽川 濃尾大橋
(H22 年度) 

庄内川 新名西橋
(H22 年度) 

鈴鹿川 高岡橋 
(H25 年度) 

梅田川 御厨橋 
(H25 年度) 

天白川 天白橋 
(H26 年度) 

揖斐川 揖斐大橋 
(H26 年度) 
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(3) 出水時の調査結果 

出水時の調査結果を用いて、鈴鹿川で L-Q 式（負荷量と流量の関係を表す式）を作成した

事例を図 15 に示す。比較のため、平常時の水質調査結果のみで作成した Tanaka et al によ

る L-Q 式※も図示している。 

図 15 より、既存の平常時の水質調査データのみに基づく負荷量の推定では、負荷量を過

小に見積もってしまう可能性があることが確認された。 

 

図 15 出水時の水質調査を踏まえ作成した L-Q 式の作成事例(鈴鹿川：高岡橋) 

※出典：港湾空港技術研究所報告（Vol. 50, No. 2）, 2011 年 6 月 微生物ループを考慮した浮遊生態系モデルの構築 田中ら 

 

(4) 出水時調査結果を踏まえた伊勢湾への流入負荷量の推定 

伊勢湾流域の河川の流出負荷特性に着目し代表河川を選定し、選定した河川を対象に出水

時の水質調査を実施してきた。これまでの出水時調査を実施した河川により、概ね負荷流出

特性の類似する流域をカバーできるようになりつつあることから、調査を実施した 10 河川の

L-Q 式を用いて、伊勢湾流域から伊勢湾に流入する負荷量の推定を行った。 

この際、出水時調査を実施していない河川については、流域の土地利用からみた流出負荷

特性が類似している代表河川の L-Q 式に基づいて、流入負荷量を算定することとした。 

※代表河川の L-Q 式を l-q(比流量-比負荷量)に再整理の上、他の河川には適用している。 

 

1) クラスター分析に基づく流出負荷特性の推定と負荷量算定時の代表河川の選定 

伊勢湾流域の一級河川及び二級河川の流域を図 16 に示す。なお、二級河川については、

個別の河川として取り扱わず、図 16 に示す愛知 1～４、三重 1～4 の流域で一括りとし

て取り扱っている。 

各河川の単位面積当たりの排出源別負荷量（kg/日/km2）を特性要素とし、クラスター

分析を行うことで、流域の汚濁負荷排出機構の類似する河川を分類した。 

クラスター分析により類似性が高い河川をくくり、それぞれの代表河川を選定した結果

を表 5 に示す。 

Tanaka et al に
よる LQ 式 

負荷量 
約 120 倍

負荷量
約 3.5 倍

負荷量
約 50 倍

○出水時

△平常時
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図 16 伊勢湾流域の一級河川・二級河川流域 

 

表 5 負荷量算定時の代表河川及び類似した流出負荷特性の河川群 

代表河川 代表河川の L～Q 式をあてはめる河川 

雲出川 宮川 

揖斐川 長良川、三重 1 

木曽川 櫛田川 

矢作川 ― 

豊川 ― 

愛知 1(日光川) ― 

愛知 2(天白川) ― 

鈴鹿川 愛知 3 

庄内川 三重 2、三重 3 

愛知 4(梅田川) 三重 4 

 

 

愛知 1 

愛知 2 

愛知 3 

愛知 4

三重 2 

三重 1 

三重 3 

三重 4
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2) 出水時調査に基づく L-Q 式による伊勢湾への流入負荷量の推定 

出水時調査結果に基づく L-Q 式を用いて伊勢湾への総流入負荷量を算定した結果を表 

6 に示す。なお、河川流量は、伊勢湾行動計画期間中で最も降雨量の多かった平成 22 年

(2010 年)の降雨条件で、流出計算により算定した流量を用いている。 

これより、以下のことが言える。 

・出水時調査を踏まえた L-Q 式を用いて流入負荷量を算定した場合、出水時に発生す

る負荷量が平常時に比較して多い。 

・そのため、陸域からの流入負荷量の評価には、出水時の負荷の発生状況を適切に考慮

して評価する必要性が示唆された。 

表 6 出水時調査結果に基づく L-Q 式による伊勢湾への流入負荷量（COD） 

単位：(トン/日) 

 平常時 出水時※1 合計※2 

一級河川 32.4 372.4 404.8

二級河川 56.1 186.0 242.1

合計※2 88.5 558.4 646.9

※1：平均流量以上の流量の場合を出水時の負荷量と区分した。 
※2：端数処理の関係で合計値が若干一致しない場合がある。 

 

(5) 今後の課題 

伊勢湾に流出する陸域からの負荷量を推定した結果、出水時の負荷量が全体の負荷量に占

める割合が大きく、これまで想定されていた流入負荷量よりも大きな負荷量が伊勢湾に流入

している可能性が示唆された。 

ただし、今回の推計は、１出水のみの調査結果であること、雨の強度・継続時間等の異な

る出水規模で行われた調査結果であること等、いくつもの仮定の下で推計したものである。

今後、負荷量推定のさらなる精度向上を図っていくため、引き続き出水時の水質データ等の

蓄積を図る必要がある。 
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3.2 伊勢湾流域における施策実施効果の把握のためのシミュレーションについて 

 

(1) 検討目的 

伊勢湾流域（陸域）において流入負荷削減に資する多くの

施策が行われているが、①施策による実際の流入負荷の削減

量および②施策実施の効果は、いまだ定量的に把握できてい

ない。 

そこで、陸域施策の実施によって河川から伊勢湾に流入す

る負荷の削減量を仮定したうえで、伊勢湾に流入する負荷量

が徐々に減少していったときに海域の水質がどのくらい変化

しそうかを定量的に把握することを目的として、伊勢湾シミ

ュレーター（詳細版）を用いた試算を行った。 

 

(2) 検討手法 

陸域施策による陸域施策の実施による河川から伊勢湾に流入する負荷の削減率を、「伊勢湾

流域圏の自然共生型環境管理技術開発・研究モデル(仮称)」を用いて評価する。 

次に、「伊勢湾シミュレーター（詳細版）」に過去の気象・海象を入力して湾内水質等の再現

計算を行い、計算結果を観測値と比較することにより、シミュレーターの再現性を確認する。 

そして、表 8 に示す検討ケースについて、伊勢湾シミュレーター（詳細版）によって陸域施

策実施による海域の水質改善効果を試算する。 

 

(3) 計算条件および検討ケース（表 7、表 8） 

計算期間は、平成 19 年 1 月 1 日～平成 36 年 12 月 31 日の 18 年間とする。検討ケースは、

次の３ケースとする。（削減率：平成 19 年度の負荷量を基準（100）としたもの） 

ケース１ 行動計画の 1～10 年間で流入負荷量を削減率 20%に相当する量まで減少させた場合 

ケース２ ケース１の後、11～18 年間で、削減率 20%の負荷量で一定とした場合 

ケース３ ケース１の後、さらに施策を実施した場合を想定して、削減率を 20～50%にした場合 

表 7 伊勢湾シミュレーターを用いた計算条件 

項目 設定方法 

気象・海象 等 
平成 24 年 1 月 1 日～平成 25 年 12 月 31 日（2 か年） 
表 8 に示した検討ケースの違いを明確にするため、気象・海象の影響を含まない計算と

するため、上記 2 か年のデータを 9 回繰り返し 18 年間の計算を行った。 

地形モデル 
現況地形をモデル化 
水平方向：1600m 正方格子、鉛直方向：全 28 層 

河川流入 
流量 ：一級河川 毎時観測値、二級河川 流域面積に降水量を乗じて算定 
負荷量 ：一級河川 L-Q 式により設定、二級河川 流域面積に降水量を乗じて算定 

開境界（湾口） 
潮位 ：天文潮位 
水質 ：湾口付近の実測値 

気象条件 
気圧・日射量・降水量：名古屋地方気象台での観測値を全計算格子一様に設定 
気温・風向・風速：アメダスセントレア、伊勢湾モニタリングブイ（3 カ所）、三河湾モ

ニタリングブイ（3 カ所）の計 7 カ所での観測値を用いて空間分布を作成し設定

図 代表河川の流入点（赤点） 
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表 8 伊勢湾シミュレーターを用いた計算条件の検討ケース（負荷量の設定方法） 

ケース名 
（目的） 

設定する削減率 
削減率の設定根拠 

H19－H28 H29－H36 
ケース 1 
現行の伊勢湾再生行動計画期間終了

時の水環境の予測 
0%－20% ― 

削減率 20%は、伊勢湾再生行動計画に掲載され

ている施策が完了した場合に想定される負荷

量の削減率 
ケース 2 
現行の伊勢湾再生行動計画期間終了

後、追加の施策を実施しなかった場

合の水環境の予測 

― 20%一定 同上 

ケース 3 
現行の伊勢湾再生行動計画期間終了

後、さらなる施策を実施し、負荷量

を削減した場合の水環境の予測 

― 20%－50% 

削減率 50%は、閉鎖性海域中長期ビジョン(環
境省)及び H18 伊勢湾流域別下水道整備総合 
計画における環境基準達成等のために必要と

されている負荷量の削減率 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 陸域からの流入負荷削減率の設定方法 

(4) 検討結果のまとめ 

次ページ以降に伊勢湾シミュレーターによる水質の計算結果と各エリアでの改善状況を示

す。これらの結果より、以下のことがいえる。 

○陸域からの汚濁負荷量を削減したケース 1 及びケース 3 では、伊勢湾の水質は改善方向

へと向かう結果となった。一方で、行動計画終了後に陸域からの汚濁負荷量を一定とし

たケース 2 では、それ以降水質は横ばいとなり、改善が見られなかった。 

○上記の状況を踏まえると、水質のさらなる改善を行うためには、汚濁負荷削減に向けた

施策の推進が必要と考えられる。なお、ケース 3 程度の陸域負荷量の削減により、環境

基準が達成される可能性が示唆された。 

○エリア別でみると、湾奥部における水質の改善率が相対的に高い。特に水質の悪い湾奥

部の水質改善には、陸域からの汚濁負荷削減が有効と考えられる。 
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行動期間以後の陸域負荷削減率を見込み（2 ケース）、

更なる施策の必要性を検討する。 

ケース 1 

ケース 2 

ケース 3 
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(5) 検討結果の整理 

1) 面的な水質の変化状況 

a) T-N（表層、2 年平均値） 

平成 19 年～20 年(ケース 1)から平成 27 年～28 年(ケース 1)、及び年 35～36 年(ケース 3）を比較すると、負荷の削減が進むにつれて T-N の濃度は減少しており、水質改善が進むことが確認できる。 

平成 19 年～20 年(ケース 1) 平成 27 年～28 年(ケース 1) 平成 35 年～36 年(ケース 2) 平成 35 年～36 年(ケース 3) 

    

図 18 T-N（表層、2 年平均値）の平面分布 

b) T-P（表層、2 年平均値） 

平成 19 年～20 年(ケース 1)から平成 27 年～28 年(ケース 1)、及び年 35～36 年(ケース 3）を比較すると、負荷の削減が進むにつれて T-P の濃度は減少しており、水質改善が進むことが確認できる。 

平成 19 年～20 年(ケース 1) 平成 27 年～28 年(ケース 1) 平成 35 年～36 年(ケース 2) 平成 35 年～36 年(ケース 3) 

    

図 19 T-P（表層、2 年平均値）の平面分布 

(mg/l) (mg/l)(mg/l)(mg/l) 

(mg/l) (mg/l)(mg/l)(mg/l) 
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c) TOC（表層、2 年平均値) 

平成 19 年～20 年(ケース 1)から平成 27 年～28 年(ケース 1)、及び年 35～36 年(ケース 3）を比較すると、負荷の削減が進むにつれて TOC の濃度は減少しており、水質改善が進むことが確認できる。 

平成 19 年～20 年(ケース 1) 平成 27 年～28 年(ケース 1) 平成 35 年～36 年(ケース 2) 平成 35 年～36 年(ケース 3) 

  

図 20 TOC（表層、2 年平均値）の平面分布 

d) DO（底層、2 年最低値） 

平成 19 年～20 年(ケース 1)から平成 27 年～28 年(ケース 1)、及び年 35～36 年(ケース 3）を比較すると、負荷の削減が進むにつれて DO は増加しており、水質改善が進むことが確認できる。 

平成 19 年～20 年(ケース 1) 平成 27 年～28 年(ケース 1) 平成 35 年～36 年(ケース 2) 平成 35 年～36 年(ケース 3) 

  

図 21 DO（底層、2 年平均値）の平面分布 

(mg/l) (mg/l)(mg/l)(mg/l) 

(mg/l) (mg/l)(mg/l)(mg/l) 



 

 

32

2) エリア別の水質改善状況 

a) T-N（表層、2 年平均値） 

湾奥に位置するN-1やK-2で改善率が高く、行動計画終了時点のH27～H28

年平均値で 15％近くの改善率となる。ケース 3 の場合の H35～H36 年平均値

では、35～40％程度の改善率となる。 

湾央に位置する N-7 では、H27～H28 年平均値で改善率は 11％程度、ケー

ス 3 の場合の H35～H36 年平均値では改善率 30％程度となる。 

湾口に位置する N-9 では、H27～H28 年平均値で改善率は 6％程度、ケー

ス 3 の場合の H35～H36 年平均値では改善率 17％程度となる。 

このように、湾奥部では改善率が高く、湾央、湾口に向かうにつれて、陸域

負荷削減の効果が減少し、改善率は低下している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 エリア別の水質改善状況（T-N：表層、2 年平均値） 

ケース1

ケース2

ケース3

【凡例】 

※改善率 

＝（該当年の水質値-Ｈ19～20 の水質値）÷Ｈ19～20 の水質値 
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b) T-P（表層、2 年平均値） 

湾奥に位置するN-1やK-2で改善率が高く、行動計画終了時点のH27～H28

年平均値で 16～17％程度の改善率となる。ケース 3 の場合の H35～H36 年平

均値では、40％程度の改善率となる。 

湾央に位置する N-7 では、H27～H28 年平均値で改善率は 13％程度、ケー

ス 3 の場合の H35～H36 年平均値では改善率 29％程度となる。 

湾口に位置する N-9 では、H27～H28 年平均値で改善率は 10％程度、ケー

ス 3 の場合の H35～H36 年平均値では改善率 18％程度となる。 

このように、湾奥部では改善率が高く、湾央、湾口に向かうにつれて、陸域

負荷削減の効果が減少し、改善率は低下している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 エリア別の水質改善状況（T-P：表層、2 年平均値） 

ケース1

ケース2

ケース3

【凡例】 

※改善率 

＝（該当年の水質値-Ｈ19～20 の水質値）÷Ｈ19～20 の水質値 
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c) TOC（表層、2 年平均値） 

湾奥に位置するN-1やK-2で改善率が高く、行動計画終了時点のH27～H28

年平均値で 8～9％程度の改善率となる。ケース 3 の場合の H35～H36 年平均

値では、24％程度の改善率となる。 

湾央に位置する N-7 では、H27～H28 年平均値で改善率は 7％程度、ケー

ス 3 の場合の H35～H36 年平均値では改善率 19％程度となる。 

湾口に位置する N-9 では、H27～H28 年平均値で改善率は 4％程度、ケー

ス 3 の場合の H35～H36 年平均値では改善率 10％程度となる。 

このように、湾奥部では改善率が高く、湾央、湾口に向かうにつれて、陸域

負荷削減の効果が減少し、改善率は低下している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 エリア別の水質改善状況（TOC：表層、2 年平均値） 

ケース1

ケース2

ケース3

【凡例】 

※改善率 

＝（該当年の水質値-Ｈ19～20 の水質値）÷Ｈ19～20 の水質値 
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【参考】環境基準の達成率 

① T-N 

・ケース 1 の行動計画期間中において、T-N の環境基準達成率は 50％から 80％へと増加している。 

・その後、負荷量が横ばいとなるケース 2 では、環境基準の達成率も横ばいとなる。 

・一方で、引き続き負荷量が削減されるケース 3 では、環境基準達成率は 80％から概ね 100％にま

で向上する結果となった。 

・この結果より、水質改善を図るためには行動計画期間終了後も継続した負荷量の削減が必要と判

断される。 

・なお、環境基準の達成については、水質の良くないⅢ類型、Ⅳ類型では計算においても概ね 100％

を達成しており、水質が比較的良い領域であるⅡ類型の区域での達成率の向上により全体の達成

率が改善する。 

 

図 25 環境基準達成率の推移(T-N) 

 

図 26 環境基準の類型区分図(T-N) 

 

図 27 環境基準達成率の推移(T-N) ※Ⅱ類型 

 

図 28 環境基準達成率の推移(T-N) ※Ⅲ類型 

 

図 29 環境基準達成率の推移(T-N) ※Ⅳ類型 
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② T-P 

・T-P の環境基準達成率は環境省の評価に則り達成率=達成水域数/全水域数とする。 

・ケース 1 の行動計画期間中において、T-P の環境基準達成率は 60％から 80％へと増加している。 

・その後、負荷量が横ばいとなるケース 2 では、環境基準の達成率も横ばいとなる。 

・一方で、引き続き負荷量が削減されるケース 3 では、環境基準達成率は 80％から概ね 100％にま

で向上する結果となった。 

・この結果より、水質改善を図るためには行動計画期間終了後も継続した負荷量の削減が必要と判

断される。 

・なお、環境基準の達成については、水質の良くないⅢ類型、Ⅳ類型では計算においても概ね 100％

を達成しており、水質が比較的良い領域であるⅡ類型の区域での達成率の向上により全体の達成

率が改善する。 

 

図 30 環境基準達成率の推移(T-P) 

 

図 31 環境基準の類型区分図(T-P) 

 

 

図 32 環境基準達成率の推移(T-P) ※Ⅱ類型 

 

図 33 環境基準達成率の推移(T-P) ※Ⅲ類型 

 

図 34 環境基準達成率の推移(T-P) ※Ⅳ類型 
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③ COD ※TOC 計算結果からの相関値による評価(COD＝1.3952×TOC として算定) 

・COD の環境基準達成率は環境省による評価手法に則り達成率=達成水域数/類型指定水域数とする。 

・ケース 1 の行動計画期間中において、COD の環境基準達成率は 69％から 75％へとわずかに増加

している。 

・その後、負荷量が横ばいとなるケース 2 では、環境基準の達成率は横ばいとなる。 

・引き続き負荷量が削減されるケース 3 では、環境基準達成率は 75％から 81％にわずかに向上する

結果となった。 

・環境基準の達成については、水質の良くない C 類型では計算においても 100％を達成しており、

水質が比較的良い領域である A 類型及び B 類型の区域で 1 水域ずつ環境基準を達成することで達

成率がわずかに改善している。 

・水質の値自体は、前述の平面分布図に示す通り、改善がみられる。しかし、環境基準値の達成に

は至らず、環境基準達成率が大きく向上するほどの結果とはなっていない。 
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図 35 環境基準達成率の推移(COD) ※水域数での評価 

 

図 36 環境基準の類型区分図(COD) 
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図 37 環境基準達成率の推移(COD) ※A 類型、水域数での評価 
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図 38 環境基準達成率の推移(COD) ※B 類型、水域数での評価 
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図 39 環境基準達成率の推移(COD) ※C 類型、水域数での評価 
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3.3 自らモニタリングの実施状況について 

平成 25 年度中間評価において、伊勢湾全体では環境指標に明確な改善傾向が認められない一方

で、個別施策ではその地域の環境改善効果が確認できていることから、施策実施地域における環

境改善効果を明らかにしていくためにも、個別施策でのモニタリングをより一層推進していくこ

との必要性が示された。 

そのため、施策を進捗させることと並行して、施策の実施機関において、伊勢湾再生に係わる

現象や施策実施効果を把握するための“自
みずか

らモニタリング”を検討し実施する必要がある。 

ここでは、平成 26 年度 第 1 回合同ワーキング（平成 26 年 5 月 28 日開催）後に事務局から各

機関へ依頼し、各機関から提供された「施策実施箇所周辺での環境変化を把握した事例」を収集

整理した。収集した事例の一覧は表 9 であり、図 40、図 41 にその一例を示す。 

引き続き自らモニタリングの収集とその結果を活用することにより、施策実施地域において、

より一層の施策実施効果の把握を行う。 

今後はこれらのモニタリング結果を活用し、平成 28 年度の最終評価に使用することを想定して

いる。 

 

【整備前】             【整備後】 

  
 

【整備後の利用状況】 

ドラゴンボートレース              レガッタ 

  

図 40 中川運河緑地（中川口地区）の整備前後および整備後の利用状況写真（表 9 の No.3 の例） 
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図 41 御津地区 深掘跡の覆砂（表 9 の No.2 の例） 
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表 9 収集した自
みずか

らモニタリング事例一覧と主な結果 

No 分類 機関 施策内容 モニタリング内容 現時点の主な結果

1 
① 個別施策の実施
箇所周辺における環
境変化を把握した事
例 

中部森林管理局 
森林整備(枯損木の伐倒
処理) 

森林の健全性と入山者の安全
確保状況 

整備前後の写真より、快適な登山道を確保している。 

2 愛知県建設部港湾課 覆砂の実施 水質、底質、底生生物等の調査 覆砂後に底質環境の改善、底生生物が増加している。 

3 名古屋港管理組合 
緑地（水辺空間を活用し
た親水プロムナード等）
を整備 

整備前後の状況写真 
整備前後の写真より、快適に利用できるウォーターフロ
ントを確保している。 

4 

② ①がない場合、個
別施策の実施箇所周
辺の既存モニタリン
グデータ 

岐阜県環境生活部 
「空き缶クリーンキャン
ペーン」の実施 

参加団体数、開催回数、参加者
数 

平成 20 年度以降において、参加団体数が増加している。 

5  
河川等公共用水域水質監
視 

BOD(75％値)の達成率 
平成 21 年度以降において、県内全域のモニタリング地
点において、100%近い達成率を維持できている。 

6  
工場事業場の濃度規制、
総量規制及び指導 

事業場への立ち入りにて、排出
水質、水量の確認 

平成 21 年度以降において、立入件数、処分件数が概ね
横ばいで推移している。 

7  
住民が設置する合併浄化
槽に対する補助 

浄化槽処理人口普及率、浄化槽
処理人口 

継続して市町村の補助額の１／３を補助している。 

8 岐阜県都市建築部 下水道の整備 

下水処理場における流入水質
及び放流水質、排水先公共用水
域における水質調査及び水生
生物調査 

下水処理場の放流先海域において、継続して水質が環境
基準を満たしていること、生息する水生生物の種類や数
に変化がみられない。 

9  
世界淡水魚園水族館
(アクア・トト） 

来場者数 
平成 20 年度以降において、来場者数が概ね横ばいで推
移している。 

10 岐阜県県土整備部 
自然の水辺復活プロジェ
クト 

工事実施前後の水質、生息する
水生生物 

工事を行う公共用水域において、工事前後で水質、水生
生物の種類や数に変化がないため、工事による環境への
影響は小さいと推定できる。 

11  
川を題材とした｢総合的
な学習の時間｣への支援 

実施校及び参加人数 
平成 20 年度以降において、参加団体数、実施回数、参
加人数ともに増加傾向にある。 

12 名古屋市環境局 
行政、市民が協力し、市
内河川、湧水等の水質を
モニタリング 

水質 
年度によって参加人数に変動があるものの、毎年数百人
の参加を維持している。 

13 名古屋港管理組合 
堀川、新堀川、中川運河
の清掃 

塵芥回収量 
平成 20 年度以降において、塵芥回収量は 10m3前後で推
移している。 

14 
愛知県建設部
下水道課 

浄化センター周辺（計 10
箇所）の環境調査 

水質、底質、生物等の調査 
豊川河口の海域水質の例では、浄化センター供用開始後
においても概ね横ばいで推移している。 

15 
③ ①も②もない場
合、個別施策の実施箇
所周辺において変化
を把握するために施
策実施者自らがモニ
タリングする計画 

中部森林管理局 
金華山におけるイノシシ
の総合的リスク 
調査 

捕獲個体からの情報収集、トラ
ップカメラ調査 

－

16 四日市港管理組合 四日市港定期水質調査 透明度の観測 
－
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4. 多様な主体との連携促進 
4.1 研究者、NPO、市民団体との情報交換・連携 

(1) 施策実施等による連携 

各機関が実施している取組みについて、以下のような連携・協働に関する取組みを行った。

各施策の連携・協働に関する状況の一覧を表 10 に示し、詳細は参考資料の個票集にとりま

とめた。 

①関係機関（市民、NPO、行政等）と協働した取組みの実施 

②関係機関（市民、NPO、行政等）での情報共有や意見交換 

③取組みに関する広報活動の協力 

④モニタリング結果を関係機関（市民、NPO、行政等）に提供 

 

個票として整理した 72 の施策のうち 67 の施策で連携・協働の取組みが実施できている。 

また、上記①～④の連携・協働に関して、表 10 から確認できた事例数を以下に整理したところ、

67 の施策数のうち 48 と施策の大半が「①各機関と協働した取組みの実施」となっている。 
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取組みの実施
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広報活動の協力

④モニタリング結果を
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⑤連携・協働の取組みを
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い
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施
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連携・協働に関する取り組み状況

 

図 42 連携・協働に関する施策の取組み状況の集計 
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表 10 各施策の連携・協働に関する状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関 場 大分類 中分類 No 連携・協働に関する取り組み状況
①関係機関と協
働した取組みの

実施

②関係機関で
の情報共有や

意見交換

③取組みに関
する広報活動

の協力

④モニタリング結
果を関係機関に

提供

⑤連携・協働
の取組みを実
施していない

汚水処理事業－下水道事業 1 ４県３政令市の下水道部局とフォローアップを実施 ○

河川･湖沼事業 2
・NPO法人木曽川文化研究会と協働でヨシ植え体験を実施（H26.4)
・漁協関係者と協働でシジミ勉強会で干潟水制の貝の生息状況調査を実施（H26.11)

○

3
各みなとオアシスの運営主体である自治体と連携し、様々な機会をとらえ「みなとオアシス」の普及・啓蒙活動を
実施。

○

4 多様な主体と連携したイベントへの参加 ○

5
伊勢湾沿岸の主要河川及び海岸において、沿川・沿岸の自治体・河川及び海岸管理者・住民が共同歩調を取
りながら河川及び海岸の清掃を行い、地域連携による『協働管理』を実施している。

○

6 海上保安庁や港湾管理者等からの浮遊ごみ漂流情報の提供 ○

7
環境省志摩自然保護官事務所が実施主体の平成２６年度伊勢志摩国立公園漂着ゴミ普及啓発活動業務にお
いて、同事務所と連携して、参加した親子と共に、付近海岸における漂着ごみ調査を実施

○

8
海上保安庁の担当官に、海での活動にあたっての安全管理や、伊勢湾における漂着ごみ問題について説明し
てもらうなど、関係機関の連携も進めている。

○

水質事故への取り組み 9 水質事故対策の知識や技術のより一層の向上を目的に、関係機関で水質事故対策訓練を実施している。 ○

環境監視のためのモニタリング 10
モニタリングの観測結果を伊勢湾再生推進会議メンバー等に公開、提供することにより、個々の施策の環境改
善効果の把握及びフィードバックに役立てている。

○

環境監視及び汚濁機構の解明
に寄与する取り組み

11 県などと連携・協働し、伊勢湾再生のためのモニタリングを実施しています。 ○

汚濁機構を解明するためのモ
ニタリング

12
学識経験者、専門家、漁業関係者、ＮＰＯ法人等から構成される検討会において、伊勢湾シミュレーターの精度
向上に取り組んでいる。

○

13 多様な主体の連携により「海の再生全国会議」が開催されています。 ○

14 小学校の授業の一環として実施、また、一部地域において、地元消防本部との連携しての先の活動を実施 ○

15
　オオキンケイギクの駆除の必要性や活動を拡げるため、今年度新たに各務原市と連携しオオキンケイギクに関
する学習、駆除活動、クラフト体験を行いました。

○

16 名古屋市内所在のＮＰＯ法人と連携した環境教室を３回実施 ○

17
各関係機関が実施しているモニタリングデータを集約した「Mikawaデータベース」の共有や干潟浅場造成材の連
携検討を実施しています。また、三河湾流域圏会議を開催し、各関係機関と情報共有や意見交換を実施してい
ます。

○

18
ＮＰＯ法人地球緑化センターは、活動計画に基づき森林整備作業の企画・運営及びボランティア等隊員の募集を
担い、木曽森林管理署は、フィールドの安全確保対策や作業に当たっての技術指導を行っている。

○

19 堤防工事後の葦原の再生を妨げないための協議が行われ、看板が設置された（設置者は河川管理者）。 ○

20
農業者の生産面における環境への負荷軽減の考え方は定着しつつあり、その取組みを本事業でも継続的に支
援した。

○

21 高位生産性草地の拡大及び家畜排せつ物の還元利用と生産性の向上について、関係団体と協議を行った。 ○

水質の改善・生物多様性の
向上

水質・底質の改善 22
平成25年度以降、地域における取組み等と連携しながら、「中長期的対策」として大江川流域の農地や生活排
水からの栄養塩類の流入抑制に係る取組み等を進め、「当面の対策」として揖斐川からの導水等を実施してい
く。

○

流入ごみの削減 23 県内の市町村、各種団体に対する清掃活動実施の呼び掛けを行い、協力いただいた。 ○

関連事業 24
実施主体中心に、地域住民、企業、河川管理者、流域自治体、学校、環境保全団体等が連携した河川清掃活
動を実施した。

○

25
各種イベントを通じた普及啓発活動や森林環境教育、木育等の様々な取組みを、企業、ＮＰО、学校等と連携・
協働して実施。

○

26 現地のNPO等が指導者となり、自然体験や環境学習、環境保全活動を実施。 ○

27 県内の小中学校等に講師派遣を行い、活動をサポートした。 ○

28
事業実施にあたっては、小学校、市町村、県が連携するとともに、県が委嘱する「ふるさと水と土指導員」の協力
を得て実施。

○

29 森林づくり活動を企業や地域住民等と連携して実施。 ○

30
農家・非農家が協力し、自治会や地域の子ども会、PTAと連携を図りながら、生き物調査、農村環境の保全活動
を実施。

○

水質総量規制 31
木曽川水系水質保全連絡協議会及び豊川・矢作川水系水質汚濁対策連絡協議会等の構成機関として、国・隣
県・市町村と連携・協働し、水質事故対策等の水質保全のための取組みを実施

○

汚水処理事業 32
下水道の普及啓発のための広報活動を流域下水道毎に市町村と連携し行った。Ｈ２６年度は８箇所の流域下水
道において実施した。

○

33 関係機関・団体を交えた協議会を開催予定（平成27年２月）。 ○

34 県及び市町村担当者の会議を開催した。 ○

35 市民ボランティアとの協働による、下水処理水を利用して水辺環境を再生したビオトープ作り ○

36 出前講座は、関係市町村や(公財)愛知水と緑の公社と連携協力して開催している。 ○

水質･底質の改善－干潟･浅場
の再生－

37 国土交通省及び愛知県建設部の河川治水工事で発生する浚渫砂を活用した干潟・浅場の造成を行った。 ○

水質･底質の改善－貧酸素水
塊の発生低減－

38
中部地方整備局と連携し、中部地方整備局発注の航路浚渫工事等から発生する良質な砂を覆砂材として活用
した。

○

にぎわいのある海岸空間の創
出

39 地域との協働による管理を実施 ○

にぎわいのある港湾空間の創
出

40
緑地背後にある海岸堤防と地域住民の海との隔たりを解消し、古くから渡し船による対岸との交流が行われて
いたことなどを考慮した地域に親しまれる緑地整備を検討している。

○

環境学習 41 環境学習コーディネーターによる学校、企業、NPO等と連携・協働した環境学習の実施 ○

広報・啓発 42
NPO、企業、地元の商工会議所・観光協会、教育機関等と連携・協働して「三河湾大感謝祭」を開催
地元の漁協や市町村と連携・協働して「干潟の生きもの観察会」を開催

○

43
　「水循環再生地域行動計画」で定めた取組を各主体が連携・協働して実施
　県民が流域モニタリング一斉調査において身近な水環境を調査し、水環境の現状を把握

○

44
「海上の森保全活用計画」により、企業・森林関係団体等と連携・協働して、森林整備、里と森の教室等の事業
を実施しました。

○

水質総量規制 45 県研究機関と連携して、伊勢湾再生に関連する調査研究を行っている。 ○

汚水処理事業 46 浄化槽の法定検査の受検率向上を図るため、市町、指定検査機関と連携し、受検啓発を実施。 ○

森林整備事業 47 森林組合等と連携して森林整備に関する地区説明会を開催した。 ○

48
県民の理解を深め、活動への参加を促すため、参加型イベント「みえのつどい」を開催するとともに、幼稚園にお
いて、「環境学習アニメ紙芝居」による環境学習を行った。

○

49
次年度から法制化による制度の一部改正があることから、各地域の有機農業者グループと事業の進め方につ
いての協議を行った。

○

50 特になし。 ○

51 伊勢沿岸域のNPO関係者の勉強会において、事業の取組み内容と研究成果の報告を実施した。 ○

52 アサリの分布調査を漁業者と連携して実施した。 ○

53
伊勢湾沿岸域の漁業者および業界と連携して、新品種「みえのあかり」の普及や「低比重耐性品種」の養殖試
験を実施した。

○

人と海とのふれあいの場の
保全･再生･創出

にぎわいのある海岸空間の創
出

54
「二見浦」国指定文化財（名勝）指定地であるため、名勝委員会と修景の配慮にかかる協議を行いながら取り組
んでいる。

○

流入ごみの削減、浮遊漂着海
底ごみ、流木等の対策

55 自治会等の地域住民と連携・協働した取組みである。 ○

海岸漂着物対策の推進 56
三県一市で連携した広報活動を実施するとともに、環境保全団体と連携し、海岸清掃や講演会などの啓発活動
を実施

○

沿岸域および流域の人々の
海への関心の醸成

環境学習 57 小中学校やNPO団体、自治会等と連携・協働して調査を実施。 ○

58 特になし。 ○

59 三県一市の各地で、多様な主体が参画し清掃活動等を行った。 ○

60 各参加団体の活動に関する情報を発信し、団体相互の情報共有を図った。 ○

水質総量規制 61 特になし。 ○

汚水処理事業－下水道事業 62 堀川1000人調査隊等の市民団体との情報・意見交換及び施設見学等に協力 ○

森林整備事業 63 市民・企業・行政による、森にはびこる蔓性植物、下木の除去、伐採 ○

その他関連事業 64
駐車場緑化の効果について、(社)名古屋建設業協会、名古屋工業大学、本市の産学官で協同調査を実施（平
成22,23年度）

○

伊勢湾再生のためのモニタ
リング

環境監視のためのモニタリング 65
環境目標値のうち、親しみやすい指標による目標に関する項目については、市民モニターの協力のもと、河川等
の状況を調査した。

○

66 幅広い自治体とともに流域連携事業を実施している。 ○

67 特になし。 ○

68 特になし。 ○

多様な主体による協働･連
携

協働･連携 69 市民調査隊と連携して新規浄化施策（取水方法の改善）の検討を行った。 ○
名古屋
港管理
組合

海域
人と海とのふれあいの場の
保全･再生･創出

にぎわいのある港湾空間の創
出

70
中川運河の魅力再発見プロジェクト協議会などに参画して、各種団体と連携し中川運河の利用向上を図ってい
ます。

○

伊勢湾再生のためのモニタ
リング

環境監視及び汚濁機構を解明
するためのモニタリング

71
伊勢湾の水質改善に向けて関係行政機関（三重県・四日市市）と情報共有を図るため、水質調査等に関する連
絡会議を開催した。

○

沿岸域および流域の人々の
海への関心の醸成

環境学習 72
四日市港いきもの観察会を四日市市環境学習センターと共同で開催し、イベント内容の充実に努めました。（平
成２４年度から共同で開催しています。）

○

四日市
港管理
組合

森･川･
海

森･川･海に共通する施策

多様な主体による協働･連
携

協働・連携

名古屋
市

陸域
陸域汚濁負荷削減に向けた
施策

森･川･
海

沿岸域および流域の人々の
海への関心の醸成

広報･啓発

連携･協働

三重県

陸域
陸域汚濁負荷削減に向けた
施策

その他関連事業

海域

水質の改善･生物多様性の
向上

水質･底質の改善

生物多様性の向上

森･川･
海

愛知県

陸域
陸域汚濁負荷削減に向けた
施策

その他関連事業

海域

水質の改善･生物多様性の
向上

人と海とのふれあいの場の
保全･再生･創出

沿岸域および流域の人々の
海への関心の醸成

多様な主体による協働･連
携

森･川･海に共通する施策

沿岸域および流域の人々の
海への関心の醸成

広報･啓発

環境学習

多様な主体による協働･連
携

連携･協働

沿岸域および流域の人々の
海への関心の醸成

広報･啓発

環境学習

多様な主体による協働･連
携

連携･協働

岐阜県

陸域

陸域汚濁負荷削減に向けた
施策

関連事業

森･川･
海

国

陸域
陸域汚濁負荷削減に向けた
施策

海域
人と海とのふれあいの場の
保全･再生･創出

にぎわいのある港湾空間の創
出

森･川･
海

森･川･海に共通する施策

流入ごみの削減、浮遊･漂着･
海底ごみ、流木等の対策

伊勢湾再生のためのモニタ
リング
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(2) 第９回海の再生全国会議での情報発信 

国土交通省が主催し、各湾における施策の情報共有・発信、市民等との連携・協働の推進

等を目的として開催される「第９回海の再生全国会議」（平成 27 年 3 月 4 日）において、伊

勢湾再生推進会議として後援するとともに、関係行政機関として参加した。 

 

図 43 第９回海の再生全国会議 

 

(3) 第１５回東京湾シンポジウムへの参加 

国土技術政策総合研究所が主催し、東京湾再生に向けた考え方、関係者の役割分担のあり

方を考える上で参考となる事例を共有するとともに、次期行動計画の進捗を見守り、加速し

ていく仕組みづくりの提案をすることを目的として開催される「第１５回 東京湾シンポジ

ウム」（平成 26 年 10 月 24 日）に関係行政機関として参加した。 

 

図 44 第１５回東京湾シンポジウム 
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(4) 第 6 回伊勢湾流域圏再生フォーラムでの情報共有 

伊勢湾流域圏再生ネットワークが主催し、NPO、市民団体等が参加して意見交換を行う「伊

勢湾流域圏再生フォーラム」（平成 27 年 2 月 28 日）において、関係行政機関として参加し、

情報共有を行った。 

 

図 45 第 6 回伊勢湾流域圏再生フォーラム 
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(5) アピールエリアの PR 

各機関が主体となって、伊勢湾のアピールエリアにおける取組みのＰＲ活動を行った。

各機関におけるＰＲ活動の実績を表 11、活動状況の一例を以下に示す。 

 

 

図 46 下水道科学館におけるアピールエリア資料展示状況（愛知県建設部下水道課） 

 

図 47 御嵩町環境フェア 2014でのパネルの展示等の状況（岐阜県） 

 

図 48 環境デーなごやでのＰＲ活動状況（名古屋港管理組合） 
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表 11 アピールエリアの PR 実績 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

●伊勢湾流域圏一斉モニタリング ワークショップ ●伊勢湾流域圏再生フォーラ

　（伊勢湾流域圏再生ネットワ

●海の再生

●地下鉄駅コンコース 展示（伊勢湾流域圏再生ネットワーク） 　全国会議

建政部

港湾空港部 ●伊勢湾流域圏一斉モニタリング ワークショップ ●なごや環境大学　共育講座（6/29、7/29、8/22、9/23）

豊橋河川事務所

名古屋港湾空港技術調査事務所 　●一般公開（26日）

●６月を中心とした海洋環境保全推進活動を展開した。

■「金華山周辺」以外のアピールエリアについては、各保安部署等で地域特性を熟知した対応が可能。周年にわたり「パネル」等を利用した積極的な活動を展開。

海洋情報部 ◎第四管区海上保安本部海洋情報部で実施するイベント（実績なし）

■東海農政局（名古屋農林総合庁舎）内の展示スペース（消費者の部屋）への「パンフレット」の設置

・イベントは該当なし（農産物の消費者や生産者等に対する内容がほとんどのため）

林野庁 中部森林管理局 ・該当なし

水産庁 漁港漁場整備部

経済産業省 中部経済産業局 ●環境デー名古屋

●奈佐の浜プロジェクト（13日） ●環境デー名古屋 ●三重環境フェア

●EPO事業「マルチステークホルダー会議」（名古屋市）

●環境カウンセラー研修(名古屋市） ●環境白書を読む会

●三重環境フェア

●３Ｒ推進中部地方大会イベント（めぐりふーど普及啓発事業）（名古屋市）

●リユースびんシンポジウム開催（２Ｒ推進関連事業）（名古屋市）

●志摩市里海フェスティバル（13日）

●横山ビジターセンター（志摩市）「環境省レンジャー・アクティブレンジャー写真展」（H25年11月２日（土）～24日（日） ）

●イベントでのブース出展（関市刃物祭り　10/12：来場者数　約８００人） ●イベントでのブース出展（山の日フェスタ　8/3：来場者数　約７０人）

●イベントでのブース出展（みのかも市民祭り　11/9、10：来場者数　約８００人） ●イベントでのブース出展（清流マラソン　5/17、18：来場者数　約３６０人）

●環境イベントブース出展   ●岐阜県環境推進協会総会（4/22　県庁大会議室　53名）

●市町村環境担当課長会議（4/22　県庁大会議室　53名） ●イベントでのブース出展

●海岸漂着物対策検討会 ●海岸漂着物対策検討会第1回担当者会議

●ESD世界会議開催1年前イベント ●ESD世界会議併設イベント

●集客施設でのＰＲ ●●●三河湾環境再生プロジェクト　セミナー ●●干潟の生きもの観察会 ●●三河湾大感謝祭

●●三河湾環境再生プロジェクト　ワークショップ ●ＥＳＤユネスコ世界会議開催半年前イベント（愛知県内及び名古屋市内） ●ESD世界会議併設イベント

●Ｂ－１グランプリ豊川 ●集客施設でのＰＲ ●集客施設でのＰＲ

農林水産部農林政策課 ・該当なし

建設部建設企画課 ・該当なし

建設部下水道課 ■下水道科学館へ常設展示

建設部河川課 ・該当なし

建設部港湾課

●みえ環境フェア ●三重県「県民の日」記念事業 ●Mieこどもエコフェア ●みえ環境フェア

●海岸漂着物キャンペーンイベント

●海岸漂着物問題に関する研修会 ●環境フェア ●海岸漂着物キャンペーンイベント

●●海岸漂着物問題に関するシンポジウム

●ＥＳＤユネスコ世界会議開催1年前イベント（11/23～24（一宮）、11/30～12/1（豊田）） ●●●ＥＳＤユネスコ世界会議併催イベント（名古屋市内）

●●●ＥＳＤイヤーキックオフイベント（1/13　名古屋市内）

●ＥＳＤユネスコ世界会議開催半年前イベント（愛知県内及び名古屋市内）

●メッセナゴヤ ●環境デーなごや ●メッセナゴヤ

●四日市港エコクルーズ（1/25開催）  ● 秋のみなとフェスタ(天候不良のため中止） ●エコクルーズ

●夏休みこどもみなと講座 ●四日市港みなと講座

名古屋港管理組合

四日市港管理組合

河川部

東海農政局

企画部

戦略企画部 政策提言・広域
連携課

環境生活部 大気・水環境課

三重県

海上保安庁
第四管区海上保
安本部

国土交通省
中部地方整備局

中部地方環境事務所

（ＥＳＤユネスコ世界会議あいち・
なごや支援実行委員会）

愛知県

環境省

名古屋市

平成27年2月23日現在

　平成25年度 　平成26年度常設 または
時期未定

組織

PR対象者の凡例　　 　　　　　　　●一般市民・小学生　　　　●NPO　　　　　●行政担当者伊勢湾再生 アピールエリアのPR活動の場

農林水産省

岐阜県

環境部水地盤環境課

警備救難部

秘書課分権・広域企画室

環境生活部自然環境保全課

環境生活部環境管理課

知事政策局企画課

・該当なし

●漂着ごみ調査（H２６度：４回　８４１人）　　●着衣泳・安全指導（H２６度：３３回・２７６５人）　●環境教室（H２６度：１２回・７３６人）

2/23（御嵩町環境フェア
2014）123名

10/26  森と木のふれあいフェア2014 10/26:来場者数約400人
11/1　 恵那環境フェア（恵那市民会館）55名
11/2 　環境フェスタ中津川（東美濃ふれあいセンター）56名
11/29　瑞浪市環境フェア（瑞浪市総合文化センター）45名

※記載したイベントでＰＲを希望され
る場合は、支援実行委員会と内容等に
ついて事前に協議してください。
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4.2 平成 26 年度伊勢湾流域圏一斉モニタリング 

伊勢湾流域圏一斉モニタリングを以下の要領で実施した。今回は６回目であり、多くの行政機

関・市民団体が参加し、昨年度よりも多くの地点でモニタリングが行われた。なお、調査結果報

告書については、伊勢湾再生推進会議ホームページ上にて公開している。 

 

○調査概要 

平成 26 年 7 月 25 日～平成 26 年 8 月 31 日（統一実施日 8 月 6 日） 

・行政機関は、主に通常の水質調査の一環として実施 

・市民団体等は、主に簡易測定キットを事務局から配布し、実施 

 

 

図 49 NPO 等への呼びかけ文（国土交通省中部地方整備局の HP）
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モニタリング参加団体数、モニタリング調査地点数を以下に示す。 

年によって参加団体数、調査地点数の変動が生じているものの、多数の団体が参加した。 

 

＜モニタリング参加団体数＞ 

 分析による 
水質調査 

簡易水質テスト、 
ごみ調査、生物調査 

平成 26 年度 15 76 
平成 25 年度 29 83 
平成 24 年度 46 59 
平成 23 年度 42 49 
平成 22 年度 51 67 
平成 21 年度 35 60 

 

＜モニタリング調査地点＞ 

 
分析による水質調査 簡易水質調査 

陸域 海域 計 陸域 海域 計 
平成 26 年度 259 80 339 132 32 164 
平成 25 年度 328 125 453 159 33 192 
平成 24 年度 450 223 673 357 32 389 
平成 23 年度 483 109 592 119 34 153 
平成 22 年度 569 234 803 189 39 228 
平成 21 年度 264 69 333 78 28 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 50 一斉モニタリング地点（左：平成 25 年度、右：平成 26 年度） 

〔平成 25 年度〕 〔平成 26 年度〕

：簡易調査地点

：分析調査地点
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＜一斉モニタリング結果の例＞ 
市街地を流れる河川や中小河川や支川において、5mg/L 以上の高い値が観測されている。一般

的には、生活排水等により、濃度が高くなっていると考えられる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 51 COD（簡易水質テスト結果） 

有機物による水の汚れ

を示します。有機物を酸

化剤で化学的に酸化され

るときに消費される酸素

量のことです。汚れるに

つれて値が大きくなりま

COD（化学的酸素要求量） 

〔平成 24 年度〕 

COD（化学的酸素要求量）

〔平成 25 年度〕

COD（化学的酸素要求量）

〔平成 26 年度〕 

COD（化学的酸素要求量）

〔平成 23 年度〕

COD（化学的酸素要求量） 

〔平成 22 年度〕 
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○H26 年度伊勢湾流域圏一斉モニタリング速報版の作成・公表 

平成 26 年度伊勢湾流域圏一斉モニタリングの結果を速報版として中部地方整備局の HP に

公表した。また、速報版を公表する際には、記者発表を行った。 
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5. 伊勢湾再生行動計画について 
 

第 2 回中間評価結果と平成 25 年度，26 年度の取組みをふまえ、伊勢湾再生行動計画を整理し

た。整理の要点は以下である。 

今後は、最終評価（平成 28 年度）に向けて、モニタリングやシミュレーション等によるフォロ

ーアップの充実により、次期計画の必要性を検討する。 

 

 

【整理の要点】 

①自
みずか

らモニタリングの追記 

・伊勢湾全体では環境指標に明確な改善傾向が認められない一方で、個別施策ではその地域の

環境改善効果が確認できている。このことから、これまでも各施策のモニタリングは実施し

てきているところであるが、平成 26 年度からの取組みとして、より一層の施策実施効果の把

握を図るため、施策実施者がモニタリングを実施することを「自
みずか

らモニタリング」として位

置づけた。 

 

②栄養塩管理の必要性の検討を追記 

・環境省の第 8 次水質総量削減の在り方について（諮問）、国土交通省の新下水道ビジョン等に

おいて、豊かな海の実現に向けて栄養塩管理の必要性が指摘されていることをふまえ、栄養

塩管理の実施の必要性について検討を進めることを追記した。 

 

③環境基準に関する検討の追記 

・環境省において、底層溶存酸素量、沿岸透明度の環境基準化の検討が実施されていることを

ふまえ、これらが環境基準として設定された時点で目標の改定を検討し、必要に応じ行動計

画の見直しを実施することを追記した。 

 

④施策実施状況の更新・追加 

・伊勢湾再生行動計画（第 1 回見直版）（平成 25 年 3 月）から新たに実施された施策や施策実

施内容が変更となったものがあるため、現時点の施策実施状況を踏まえ、施策実施内容の更

新・追加を行った。 

 

⑤各種データの時点更新 

・行動計画に記載されている各種データについて、時点更新を行った。 
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6. 平成 26 年度の取組み方針と結果 対比表 
【【方方針針】】平平成成 2266 年年度度のの取取組組みみ方方針針 【【結結果果】】平平成成 2266 年年度度のの取取組組みみ結結果果 

◎行動計画の推進･フォローアップ 
・行動計画を着実に推進し、施策の進捗管理を行う 

・行動計画の最終評価に必要な基礎データの集約を行う 

◎行動計画の推進･フォローアップ 
・各機関の施策取組み状況の集約 

・行動計画の最終評価に必要な基礎データの集約 

 

◎環境劣化メカニズム(汚濁機構)・再生メカニズムの解明・整理に向けて

・モニタリング計画に従い、伊勢湾流域圏の水質等の監視を行う 

 

 

 

・伊勢湾シミュレーター等を活用して、汚濁機構・再生メカニズムを検討

する。 

◎環境劣化メカニズム(汚濁機構)・再生メカニズムの解明・整理に向けて 
・モニタリング計画（案）に従い、陸域及び海域の水質等の監視を実施 

・揖斐川と天白川で出水時水質調査を実施し、汚濁負荷量の算出及び汚濁

機構解明に向けた基礎データを収集 

・長期的な水質モニタリング結果を整理し、伊勢湾の水質改善状況を評価 

・陸域数値シミュレーション及び伊勢湾シミュレーターを用いて、行動計

画最終年度及び将来において想定される水質改善状況を推算 

 

◎多様な主体との連携促進 
・研究者、NPO、市民団体との情報交換･連携を継続する 

 

 

 

 

 

 

・｢伊勢湾流域圏一斉モニタリング｣の継続 

◎多様な主体との連携促進 
・多様な主体と連携・協働した取組みを実施し個票集に整理 

・平成 26 年度の取組みを個票で整理している 72 の施策中 67 の施策で連

携・協働した取組みを実施 

・第 9 回海の再生全国会議の開催等を通じて、研究者、NPO、市民団体と

の情報交換･連携を継続して実施 

・アピールエリアでの取組みについて、イベントでの広報、パネルの展示

等により、流域圏内の一般市民、NPO、行政担当者へ PR を実施 

・｢伊勢湾流域圏一斉モニタリング｣を実施 

 

◎行動計画の見直し 
・中間評価結果と平成 25 年度の取組み状況をふまえ、必要に応じて行動

計画の見直しを行う。 

◎行動計画の整理 
・中間評価結果と平成 25 年度，26 年度の取組みをふまえ、行動計画を整

理した。 

 
 


